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１．ライセンスの概要

※ 意味
• 広義の譲渡に属する

• ライセンサーが自己の知的財産の使用権を他人に許諾し、ライセンシーから使用許諾料を貰う

※ 種類

 知財権の内容から

技術ライセンス － 特許、特許出願権、ノウハウ

商業標識ライセンス － 商標ライセンス、ほかの商業標識ライセンス

著作権ライセンス － 著作権、隣接権の一部の権利ライセンス

 許諾の方式から

独占実施許諾 － 日本の「専用実施権許諾」に相当

排他実施許諾 － 日本の「独占的通常実施権許諾」に相当

通常実施許諾 － 日本の「通常実施権許諾」に相当
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１．ライセンスの概要
※ 関連立法情況

 法律
「特許法」、「商標法」などの知財法律
「中華人民共和国契約法」

 行政法規、規章
「技術輸出入管理条例」
「技術輸出入登記管理弁法」
「専利（特許）実施許諾合同届出管理弁法」
「商標使用許諾契約届出弁法」
「輸入禁止輸入制限技術管理弁法」 など

 司法解釈
「『中華人民共和国契約法』の適用における若干の問題に関する最高裁判所の解釈（1）
「技術合同紛争事件の審理における適用法律の若干の問題に関する最高裁判所の解釈
「『中華人民共和国契約法』の適用における若干の問題に関する最高裁判所の解釈（二）
など
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１．ライセンスの概要

※ 主管機関

 技術ライセンスの場合
① 対外経済貿易主管機関

② 国家知識産権局

 商標ライセンスの場合

① 国家工商管理総局商標局
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２.技術ライセンスの留意点

2.1 全体の留意点

※ 技術ライセンスの範囲
（1）特許権（特許権、実用新案権、意匠権）ライセンス
（2）特許出願権（出願中の特許、実用新案、意匠）ライセンス
（3）ノウハウライセンス

※ 留意点（技術輸出入にかかる場合）

（1）輸入される技術の制限と届出の必要
（2）法的権利者と非侵害に係るライセンサーの保証責任
（3）技術品質に係るライセンサーの保証責任
（4）改良技術の帰属の制限
（5）ライセンシーへの制限条項の禁止
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2.1 全体の留意点

（1） 輸入される技術の制限と届出の必要

禁止技術 – 禁止

制限技術 – 事前審査必要

自由技術 — 届出

ライセンスしようとする技術は、どの技術に該当する
かどうかを事前に確認する必要がある。
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2.1 全体の留意点

（1） 輸入される技術の制限と届出の必要

禁止技術 – 禁止

制限技術 – 事前審査必要

自由技術 — 届出

届出の意義：送金、税務、税関

ライセンスしようとする技術は、どの技術に該当する
かどうかを事前に確認する必要がある。
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技術輸出入契約登記のフローチャート

特許実施許諾契約 ノウハウ許諾契約、技術サービス
契約、及び技術輸出入内容を含む
その他の契約

特許権譲渡契約、
特許出願権譲渡契約

中国企業所在地の商務主管機関

受理・審査

国家知識産権局受理処

国家知識産権局登記部門

「技術輸入契約登記書」又は
「技術輸出契約登記書」受領

60日内

受理・審査

「特許実施許諾契約登記証」受領

2ヶ月内で特許公報で公告
銀行・税務など

特許権書誌項目変更通知書受領

2ヶ月内で特許公報で公告

30日内

地方の要求に応
じて予備審査、
電子キー準備

３ヶ月以内

1週間
1週間
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2.1 全体の留意点

（2） 法的権利者と非侵害に係る保証責任

※ 許諾者の保証責任

① 合法な保有者であること － 法的権利者

② 譲渡又はライセンスの権利を有すること － 法的権利者

③ 第三者の権利を侵害する場合、侵害責任を負うこと

許諾者は侵害責任を負う前提条件

他人の合法的権利を侵害した。

 ライセンシーには契約の範囲と有効期間を超えた使用行為が存在しない。

 ライセンシーは使用した技術が他人の合法的権益を侵害していると知らなかった。
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2.1 全体の留意点

（2） 法的権利者と非侵害に係る保証責任

※ 許諾者の権利侵害責任の免責可能性？

① 国内のライセンスの場合、権利侵害責任は、原則としては、
ライセンサーに帰するが、別途に約定することができる。
（ 「契約法」第353条）

② 技術輸出入にかかる場合、権利侵害責任は、強制的に
ライセンサーに負わせる。（「技術輸出入管理条例」第２４条）

Case Study：武漢晶源 vs 富士化水
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※ 武漢晶源 vs 富士化水（第三者権利の侵害に関する事件）

 基本情報
原審原告：武漢晶源環境工程有限公司（特許権者）
原審被告：富士化水 工業株式会社（ライセンサー）

華陽電業有限公司 （ライセンシー）

 判決の結果
一審判決

① 両被告による特許侵害行為が成立する。
② 富士化水は直ちに侵害行為を停止し、かつ高額の損害を賠償する。
③ 華陽公司は引き続き本特許を使用できるものの、特許使用料を支払う。
二審判決（②を変更）

富士化水と華陽公司とが共同で損害賠償責任を負う。
共同で損害責任を負うが、華陽公司は、契約に従い、富士化水を追及できる

 提案
① ライセンスする時、先に、中国でライセンスする技術に関する先行権利の有無
を詳しく調べる。
② 契約において、ライセンサーのみではなく、双方が合意の上、双方が分担して、
その責任を負担することを約定する。
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2.1 全体の留意点

（3） 技術品質に係る保証責任

① 技術の完全性と誤りがないことを保証

② 技術の有効性を保証

③ 目標達成を保証

 提案：ライセンサーの利益を保護するため、技術ライセンス
契約を締結する際、技術の達成できる目標に関する条項に
ついて、具体的実現性を明確に約定する。
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2.1 全体の留意点

（4） 改良技術の帰属の制限

①国内のライセンスの場合、改良技術の帰属に対して当事者
の間に約定することができる。（「契約法」第354条）

②技術輸出入にかかる場合、改良技術の成果は改良側に属
する。（ 「技術輸出入管理条例」第27条）

実務上、相手側の無償の使用権、或いは、共同共有の約定
は認められる可能性がある。
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（5） ライセンシーへの制限条項の禁止

 「技術輸出入管理条例」第29条
 「契約法」第329条、343条

 「技術契約紛争事件の審理における適用法律の若干の問題に関する解釈」第10条

① 必須でない技術、原料、製品、設備またはサービスの購入を要求する条項

② 特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について、
ロイヤリティの支払い又は関連義務の履行を要求する条項

③ 技術の改良、又は改良した技術の使用を制限する条項

④ 他の供給先から技術に類似し又は競合する技術の取得を制限する条項
⑤ 原料、部品、製品または設備を購入するルートへの不合理的に制限する条項
⑥ 製品の製造数量、品種、または販売価格への不合理的に制限する条項
⑦ 輸入した技術を利用して製造した製品の輸出ルートへの不合理に制限する条

項
⑧ 技術譲受人が契約の目的物である技術の知的財産権に対し異議を申し立て

ること又は異議付加条件を提出することを禁ずる条項
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2.2 特許ライセンス契約作成時の留意点

※ 技術ライセンス契約の主要条項

① 特許の関連状況
② ライセンスの種類と範囲
③ ロイヤリティ及び支払方式
④ 特許権に瑕疵がないことの保証と有効性の維持
⑤ 秘密保持義務
⑥ 第三者権利侵害についての責任負担
⑦ 改良技術の提供と共有方法
⑧ 違約責任
⑨ 紛争の解決方法
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2.2 特許ライセンス契約作成時の留意点

※ ライセンサーの主要義務

① 法的権利者であることを保証

② 特許技術の完全性、誤りがないこと、有効性と約定された目
的の達成を保証

③ 特許の実施に係る技術資料を交付し、必要な技術指導を提
供
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2.2 特許ライセンス契約作成時の留意点

※ ライセンシーの主要義務

① ロイヤリティを支払う

② 約定の範囲、方式、期限等に基づいて特許技術を実施

③ ライセンサーの同意を経ずに、第三者に実施を許諾して

はならない
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2.2 特許ライセンス契約作成時の留意点

※ 留意点

① ライセンスの種類と範囲を明記

② ロイヤリティの計算と支払方式に留意

通常、ロイヤルティーの比率の上限は5％

ライセンシーの関連財務データを検査・閲読する権利の約定

③第三者の権利侵害責任の負担に留意

④主管機関での届出手続を行う

対外経済貿易主管機関への届出と国家知識産権局への届出
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2.3ノウハウライセンス契約作成時の留意点

※ ノウハウライセンス契約の主要条項

① ノウハウに係る内容
② ライセンスの種類と範囲
③ 技術情報と資料の交付期限、場所、方式
④ ロイヤリティ及び支払方式
⑤ 権利瑕疵保証と第三者侵害責任の負担
⑥ 秘密保持義務
⑦ 改良技術の提供と共有方法
⑧ 違約責任
⑨ 紛争の解決方法
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2.3ノウハウライセンス契約作成時の留意点

※ 双方当事者の主要義務
特許ライセンスと共通

※ 秘密保持義務

ライセンサー：対象ノウハウについて、契約期間に、ライセ

ンシーの同意を得ずに公開してはいけない

ライセンシー：ノウハウに対して、秘密を保持しなければなら
ない
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2.3 ノウハウライセンス契約作成時の留意点

※ 留意点 （特許ライセンスと共通）

① 秘密保持に留意すること

② 主管機関での届出手続を行うこと

（対外経済貿易主管機関への届出）
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3.商標ライセンス際の留意点

※ 商標ライセンスの対象：

1.登録商標 － 商標局で登録可能

2.未登録商標 － 商標局で登録不可
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3.商標ライセンスの留意点

※ 商標ライセンス契約の主要条項

① ライセンス商標の情報
② ライセンスの範囲
③ ロイヤリティ及び支払方式
④ 品質の保証
⑤ 違約責任
⑥ 紛争の解決方法
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3.商標ライセンスの留意点

※ ライセンサーの主要義務

① 登録商標の有効性を保持

② 当該登録商標を使用するライセンシーの商品の

品質を監督
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3.商標ライセンスの留意点

※ ライセンシーの主要義務

① 商標のロイヤリティを支払う。

② 許諾された商標を使用する商品の品質を保証。

③ 商標の名誉を維持。

④ 商品又は包装に商品の産地とライセンシーの名称を明記。

⑤ ライセンサーの書面による許諾を得ずに商標使用権を第三

者に再許諾してはならない。
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3.商標ライセンス際の留意点

※ 留意点

① 当事者の身分が適格であるか否かを審査すること。

② 許諾商品又は役務の範囲は登録商標の商品又は役務範囲

を超えないこと。

③ 商品にはライセンシーの名称と産地を明記すること。

④ 商標使用許諾契約は商標局に届出手続を行うこと。
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４.まとめー日本企業の留意点

（１） 禁止又は制限の技術に注意すること

（２） 達成できる技術目標を明確に約定すること

（３） 改良技術の成果の帰属に注意すること

（４） 第三者非侵害責任に注意すること

（５） 約定できない制限性条項に注意すること

（６） ライセンス契約の届出に注意すること

（７） 商標イメージの維持に注意すること
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ご清聴ありがとうございます。

Linda Liu & Partners, LINDA LIU GROUP

Address: F16 Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third 
Ring East Road, Dongcheng District, Beijing 100013 P.R. China

Tel: +86-10-5825-6366 (office)
Fax: +86-10-5957-5201 (office)
Email: linda@lindapatent.com
Website: http://www.lindaliugroup.com
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ありがとうございました

ご質問等ございましたら、下記までお気軽に

お問い合わせください

ＲＹＵＫＡ国際特許事務所

〒163-1522 
東京都新宿区西新宿1-6-1 
新宿エルタワー22階

TEL: 03-5339-6800
FAX: 03-5339-7790 
E-Mail：cases_from_jp@ryuka.com


